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生駒市教育委員会 宛 

 

タブレット端末借用証書 

 

タブレット端末を下記の内容で、借用いたします。 

 

記 

 

１．借用物：タブレット端末 1 台（AC アダプター含む）    

２．借用期限 令和 ３年 ３月２４日 

  （ただし、次年度も同一校に通学することが決まっている場合は、継続して利用します。） 

３．使用期限にかかわらず、使用しなくなったときは、速やかに返却します。 

４．借用物を改造しません。 

５．借用物について、故障、破損、紛失等の事故（以下、「故障等」という。）が発生したときは、

速やかにその旨を教育委員会に報告し、その指示に従います。ただし、借用者の重大な責

めに帰すべき事由により故障等が発生したときは、借用者が実費を弁済します。 

６．借用物を譲渡し、又は転貸しません。 

以上 

 

 

令和 ２年  月  日 

 

生駒市立             学校 

 

     年   組   番  お子様氏名                          

 

保護者氏名                          
 



 
  



【参考資料】 

タブレット端末を使うときの約束 

 

令和 2 年 12 月○日 

〇 〇 〇 〇 学 校 

 

 学習内容をよく理解し、より豊かな学びをしていくために、タブレット端末を上手に活用していくことが大

切です。タブレット端末はみなさんの学習に役立てるための学習用具です。便利ですが、心配されることも

たくさんあります。 

 そのため、「タブレット端末を使うときの約束」を定めました。みなさんでこの約束を守り、タブレット端末を

「安心・安全・快適」に活用していきましょう。 

 

１． 目的 

 ・学校で貸し出すタブレット端末は、学習活動のために使うことが目的です。学習活動にかかわること以

外には使ってはいけません。 

 

２． 使用する場面 

 ・学校と家庭以外では使用しません。 

 ・登下校中は、タブレット端末をかばんから出しません。 

 ・なくしたり、ぬすまれたり、落としてこわしたり、水にぬらしたりしないように十分に気をつけます。 

 ・持ったまま走ったり、地面に置いたりしません。 

 ・カバンの下に置いたり、カバンの底に入れたりしません。 

 ・水をかけたり、湿気の多いところでは使いません。また、日光の下やストーブの近くなどには置きま 

せん。 

 ・指でふれる、または、専用ペンを使うようにする。えんぴつやペンでふれたり、落書きをしたり、じしゃくを 

ひっつけることなどは絶対にしません。 

 ・タブレット端末にシールを貼りません。 

 

３． 保管 

 ・家庭での保管は、家の人の目につくところに置いておきます。 

 

４． 学校で使う場合 

 ・先生の指示をよく聞いて使います。 

 ・休み時間や放課後に使うときは、先生の許可をもらいます。 

 

５． 家庭で使う場合 

 ・使用する時間は、家の人とよく話し合い、長時間使用せず細かく休憩しながら使います。 



・寝る 30 分前は使いません。 

・持ち帰ったときは、自宅で十分に充電をしておきます。 

 

６． 安全な使用 

 ・インターネットには制限がかけられていますが、もしもあやしいサイトに入ってしまった時はすぐに画面 

を閉じ、家の人に知らせます。 

 

７． 個人情報など 

 ・タブレット端末を他人に貸したり、使わせない。 

 ・自分や他人の個人情報（名前や住所、電話番号など）はインターネット上に絶対にあげない。 

 ・相手を傷つけたり、いやな思いをさせたりすることを絶対に書き込まない。 

 ・アカウント・パスワードなど他人に知らせない。 

 

８． カメラで撮影 

 ・カメラで誰かを撮影するときは、勝手に撮らず、必ず撮影する相手の許可をもらいます。また、撮影した

写真や動画を他のことに使用しません。 

 

９． データの保存 

 ・タブレット端末で作ったデータやインターネットから取り込んだデータ（写真や動画など）は、学習活動で 

先生が許可したものだけ保存します。 

 

１０．不具合や故障 

 ・家庭でこわれたり、なくしたりした時は学校に電話します。（土日・祝日は除く） 

 ・故障・破損における事由によっては、修理代を保護者の方に負担してもらう場合があります。 

 

 

 


